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一
九
九
九
年
の
キ
ル
ギ
ス
に
お
け
る
日
本
人
誘
拐
事
件
の
際
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る
身
代
金
等
に
関
す
る
第

三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

一
九
九
九
年
八
月
に
キ
ル
ギ
ス
で
起
き
た
日
本
人
鉱
山
技
師
ら
四
人
が
誘
拐
さ
れ
た
事
件
（
以
下
、
「
日
本
人
誘
拐
事

件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
本
年
一
月
三
十
一
日
、
キ
ル
ギ
ス
の
国
会
に
お
い
て
、
当
時
人
質
の
解
放
交
渉
に
携
わ
っ
て

い
た
人
物
に
よ
り
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
発
生
し
た
際
に
日
本
政
府
が
支
払
っ
た
と
さ
れ
る
身
代
金
（
以
下
、
「
身
代

金
」
と
い
う
。
）
が
キ
ル
ギ
ス
の
治
安
当
局
の
人
間
に
よ
っ
て
山
分
け
さ
れ
て
い
た
と
の
証
言
（
以
下
、
「
証
言
」
と
い

う
。
）
が
な
さ
れ
た
。
「
証
言
」
の
議
事
録
（
以
下
、
「
議
事
録
」
と
い
う
。
）
の
提
供
を
現
在
外
務
省
が
キ
ル
ギ
ス
国
会

に
要
請
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
平
成
二
十
年
五
月
八
日
現
在
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
議
会
よ
り

御
指
摘
の
『
議
事
録
』
の
提
供
を
受
け
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
キ
ル
ギ
ス
国
会
は
ど
の
様
な
文
言
で
我
が
国
の
「
議
事
録
」
提
供
の
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
の
か
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

二

「
証
言
」
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
新
聞
報
道
で
も
扱
わ
れ
、
当
然
キ
ル
ギ
ス
国
内
で
も
報
道
が
な
さ
れ
、
外
務
省
に
お

一



い
て
も
当
然
そ
れ
ら
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
も
の
と
思
料
す
る
が
、
「
証
言
」
を
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

三

こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
、
外
務
省
は
「
身
代
金
」
支
払
い
の
事
実
を
否
定
し
て
い
る
が
、
で
は
外
務
省
、
政
府
と
し
て
、

「
身
代
金
」
と
い
う
認
識
で
は
な
く
と
も
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
解
決
に
資
す
る
た
め
、
何
ら
か
の
金
員
を
支
払
っ
た

と
い
う
事
実
は
な
い
か
。

四

三
の
金
員
が
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
実
行
犯
で
は
な
く
、
当
時
の
キ
ル
ギ
ス
政
府
並
び
に
我
が
国
の
外
務
省
職
員
に
一

部
が
渡
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
私
的
に
流
用
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
か
。

五

こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
発
生
し
て
か
ら
、
当
時
在
キ
ル
ギ
ス
日
本
国
大
使
館
に
設
け
ら
れ
た

現
地
対
策
本
部
に
お
い
て
使
わ
れ
た
費
用
の
詳
細
が
わ
か
る
文
書
（
以
下
、
「
文
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
文

書
」
の
保
存
期
間
が
経
過
し
て
い
る
た
め
わ
か
ら
な
い
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
般
に
、
外
務
省
に
お
い
て

あ
る
文
書
の
保
存
期
間
が
過
ぎ
、
そ
れ
が
破
棄
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
外
務
省
に
お

い
て
残
さ
れ
、
確
認
が
と
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
す
る
。
よ
っ
て
、
「
文
書
」
自
体
は
す
で
に
破
棄
さ
れ

て
い
て
も
、
「
文
書
」
が
か
つ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
い
る
と
思
料
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

二



六

現
在
外
務
省
に
お
い
て
残
さ
れ
て
い
る
記
録
を
基
に
明
ら
か
に
で
き
る
範
囲
で
、
そ
の
名
称
や
作
成
日
等
、
「
文
書
」
の

詳
細
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

七

閣
議
決
定
を
経
て
そ
の
内
容
が
決
め
ら
れ
る
政
府
答
弁
書
に
お
い
て
、
嘘
の
答
弁
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
か
。

八

外
務
省
が
政
府
答
弁
書
に
お
い
て
嘘
の
答
弁
を
行
っ
た
事
例
は
過
去
に
あ
る
か
。

九

「
身
代
金
」
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
外
務
省
の
答
弁
に
、
一
切
嘘
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
か
。
確
認
を
求
め
る
。

十

こ
れ
ま
で
の
質
問
主
意
書
で
、
現
在
沖
縄
大
使
の
任
に
就
い
て
い
る
今
井
氏
が
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
発
生
当
時
、
内

閣
官
房
副
長
官
の
任
に
就
い
て
い
た
当
方
の
も
と
を
訪
れ
、
「
身
代
金
」
の
金
額
等
に
つ
い
て
説
明
を
し
、
そ
の
決
裁
を
求

め
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
い
ま
だ
今
井
氏
本
人
に
対
し
て
、
今
井
氏
が
そ
の
様
な
行
動
を
と
っ
た
か
否
か
を
確

認
す
る
こ
と
す
ら
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
が
、
外
務
省
が
あ
く
ま
で
「
身
代
金
」
を
支
払
っ
た
事
実
を
否
定
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
今
井
氏
が
右
の
様
な
行
動
を
と
っ
た
こ
と
も
否
定
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
。
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


